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は　じ　め　に

　地底の森ミュージアムが開館して２２年が過ぎ、これまで 91 万人を超える方々のご

来館を頂きました。これも皆様方のご厚情の賜物と感謝申し上げます。

　当館では、学校教育活動との緊密な連携を図るとともに、市民の生涯学習を支援する

ため、各種体験教室・講座を開催しております。また、その一環として遺跡や考古学

について深く学びたい、そうした意欲を持った方々の自主的な学習を支援するために、

市民文化財研究員育成という特色ある事業を行ってまいりました。これまで、２１期

１５９名が市民文化財研究員の研修を修了し、多くの方々が当館のボランティアとして

様々な活動を行っております。

　今年度、第２２期市民文化財研究員１名が、自分のテーマに沿った活動を行い、その

活動成果を報告するために本書を作成しました。これからの研究員の活動に期待すると

ともに、今後とも皆様方のご指導・ご支援をお願い申し上げます。
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１．本書は平成３０年度市民文化財研究員活動報告書である。

２．本書の執筆は、Ⅳの活動報告を市民文化財研究員が行い、その他は仙台　

　市富沢遺跡保存館である。全体の編集は館員渡邊みなみが行った。

３．報告書作成に際して、主に参考とした文献や資料は活動報告に参考文献

　　として記載している。



Ⅰ．市民の自主的な生涯学習活動への支援

１．基本構想における位置づけ

　地底の森ミュージアムの建設は、１９８８年の富沢遺跡第３０次調査における 2 万

年前の森の跡と旧石器人のキャンプ跡の発見を契機としている。それは、この調査成果

の重要性から、仙台市が調査対象地区の保存を決定し、その活用を図るために、翌年、

基本構想策定委員会を設け、策定された構想において「考古系総合博物館」の建設がう

たわれたことに始まる。この構想では、博物館の様々な活動の中で、生涯学習活動の基

本方針の一つとして、「市民が、文化財に関するさまざまな情報にふれ、興味や関心に

応じて自らのテーマを追求できるようにする」とし、「市民の考古学教室」などを通して、

自主的な活動を支援する方法が考えられていた。これは、文化財、特に埋蔵文化財につ

いて、その大切さを知ってもらうために、それまで行われてきた発掘調査の現地説明会

や考古学に関するさまざまな講座、講演会、展示会などとともに、より積極的な方法を

推進していくことを示したものであった。

２．生涯学習活動と市民文化財研究員

　地底の森ミュージアムでは、生涯学習活動として、来館者に自由に参加してもらうた

のしい地底の森教室、石器を使ってみようコーナー、参加者を公募する旧石器体験教室、

親子体験教室、考古学講座などを行っている。こうした活動の参加者には、新たな興味

をもったり、もっと遺跡や考古学を知りたいと思う市民がいて、専門的な質問を受ける

こともある。また、一般の来館者についても、その関心は富沢遺跡だけではなく、地域

や時代を越えていることを認識させられる。

　こうしたこともあり、基本構想にもうたわれていた市民の自主的な活動の支援をどの

ように行っていくかが開館を前後するなかで検討された。施設面では館内に市民活動の

ための専用スペースはなく、また、研修室の利用や利用日の工夫、支援する市民の数など、

制約は多かったが、平成 8 年度に第１期の「市民文化財研究員」１５名を募集し始め、

平成２９年度まで２１期にわたって合計１５９名の活動成果を『市民文化財研究員活動

報告書１～２２』として刊行してきた。平成２０年度からは報告書をホームページで公

開している。

　平成３０年度は、第２２期市民文化財研究員として１名が参加し、自分のテーマに沿っ

て自主的に活動を行った。



Ⅱ．市民文化財研究員とその活動

１．目的

　考古学や遺跡に興味をもっている市民が、地底の森ミュージアムを核として、その支

援を受けながら、自主的にそれぞれのテーマを学び、歴史や文化をより身近なものにす

ることを目的としている。

２．活動期間

　年度の１年間とする。定員は１０名（今期は平成３０年４月１１日～平成３１年３月

２７日）

３．支援の内容

　（１）　研究場所の提供

　　　　・地底の森ミュージアム１階研修室の開放。

　（２）　研究の補助および研究方法についての相談受付

　　　　・学芸員による考古学についての講義。

　　　　・学芸員による個人ごとの対応。

　（３）　収蔵図書の利用

　　　　・室内での閲覧。必要箇所の複写については有料。

　（４）　市民文化財研究員証の発行

　　　　・登録日あるいは相談があるときは、これを提示し入館。

４．活動内容

　（１）　毎週水曜日午前２時間の学習（地底の森ミュージアム１階研修室）

　　　　登録日（館員１名が在室）　

　（２）　年１～２回開催する見学会での学習（遺跡や博物館施設の見学）

　（３）　活動報告書の刊行

　（４）　その他

　　　　・館内では、市民文化財研究員証をネームプレートとして付ける。

　　　　・登録日が休館日にあたった場合は学習を休みとし、翌日に順延しない。

　　　　・研修室が使えない場合があるため、事前に予定表を配布して周知する。　



Ⅲ．活動支援概要

１．概要

　研究員はそれぞれのテーマで館内外で活動を行った。それについては活動報告に述べ

られている。ここでは館での支援活動の概要を総括する。今年度は登録１名のため、希

望があれば当館ボランティアも活動に参加した。

　　平成３０年４月～６月　　登録日学習の開催日

　　　　　　　７月～９月　　自主学習期間

　　　　　　１０月～１２月　登録日学習の開催日　活動報告執筆のための相談

　　平成３１年１月～３月　　登録日学習の開催日　活動報告執筆のための相談

２．第２２期市民文化財研究員修了者

　　秋田　聖子

３．週１回の半日単位の学習

　　今年度は、週１回の登録日を水曜日の午前に設け、活動を行った。

４．登録日と出席者数

　　平成３０年４月１１日　オリエンテーション【１名】

　　　　　　　４月１８日　館外研修（ボランティア合同）

　　　　　　　４月２５日　館外研修（ボランティア合同）

　　　　　　　５月　９日　講義【１名】　　　　５月１６日　講義【１名】

　　　　　　　５月２３日　講義【１名】　　　　５月３０日　講義【１名】

　　　　　　　６月　６日　館外研修【１名、ボランティア 1 名】　　

　　　　　　　６月１３日　講義【１名、ボランティア３名】　　

　　　　　　　６月２０日　講義【１名、ボランティア 3 名】　　　　

　　　　　　１０月１０日　講義【１名】

　　　　　　１０月１７日　研修旅行（ボランティア合同）　　

　　　　　　１０月２４日　講義【１名】　　　１０月３１日　講義【１名】　　　

　　　　　　１１月　７日　講義【１名】　　　１１月１４日　講義【１名】　　　

　　　　　　１１月２１日　講義【１名】　　　１２月　５日　講義【１名】

　　　　　　１２月１９日　講義【１名】



　　平成３１年１月　９日　報告準備【１名】　　１月１６日　報告準備【１名】

　　　　　　　１月２３日　報告準備【１名】　　１月３０日　報告準備【１名】

　　　　　　　２月　６日　報告準備【１名】　　２月２０日　報告準備【１名】

　　　　　　　３月１３日　報告準備【１名】　　３月２０日　報告準備【１名】

　　　　　　　３月２７日　報告準備【１名】　　

５．館外活動

　４月１８日は仙台市教育委員会文化財課の向田収蔵庫の見学、４月２５日は岩切城、

仙台城の見学、6 月６日は縄文の森広場の見学を行った。１０月１７日には、「奥州市

埋蔵文化財センター（岩手県奥州市）」などへの視察研修を地底の森ミュージアムおよ

び縄文の森広場のボランティアと合同で開催した。

Ⅳ．活動報告

　考古学あるいは遺跡をもとにして、研究員が自分の興味関心をもとにテーマを設定し、

調査を行った活動成果をまとめた。第２２期市民文化財研究員は、平成３０年２・３月

の募集で、実際の活動は４月からであった。活動をみてみると、当館での学習活動や他

館を見学するなかで関心を持ちつつ、多方面に興味があるためテーマを絞り込むことに

苦労していた。取り組んだテーマについては、関係者への取材、文献やインターネット

などからの情報収集などを行い、課題と向き合っていた。

　こうした研究員の活動は、当人のペースを大切にして行っている。

４月２５日　仙台城跡の見学 ６月２０日　古代概説講義の様子
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１．はじめに
　地底の森ミュージアムの市民文化財研究員
になり、１年間学習してきた。子どもの頃か
ら散歩でいつも家族と遊んでいた思い出の地
域である茂庭周辺や生出森八幡神社と太白山
を調査し、太白山を拠点に茂庭地域がどんな
関わりをして来たのか地域に焦点をあてて考
えてみる。初代村長の「生出地域を愛する精
神」が残る地域の方々と太白山には密接なつ
ながりがあるのだろうと思う。

２．太白山及びその周辺の地形
　「太白山」は、今も昔も変わらずこの地域
を見守ってきた山であり、古くは神の森と呼
ばれ数多くの伝説も言い伝えられている。ま
た、この茂庭周辺では、昭和５３年（１９７８）
にニュータウン建設造成工事が行われ、それ
に伴った発掘調査で極めて重要な遺跡及び遺
物が、出土している。
２－１　遺跡
　発掘調査成果から太白山及び茂庭周辺の遺
跡は、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古

墳時代、平安時代、中世に属するものがある
ことがわかった。旧石器時代のものは、川添
東遺跡から石器が出土している。縄文時代の
ものは、生出地域から土器、石鏃（やじり）、
石皿、石錐等々多数出土している。その中で
も、茂庭の門野山囲遺跡より見つかった磨製
石刀（全長３３ｃｍ）は完形品である。これ
らの発掘調査成果から、縄文時代には、狩猟
や木の実の採集、川での漁などをして生活し
ていたと考えられている。これらの遺跡の立
地は狭い段丘上、丘陵末端斜面上、谷底平野、
盆地を中心としており、仙台市太白区茂庭・
人来田地区以東の名取川左岸になると段丘面
が次第に発達しだす。山にも川にも近い生出
の地形は、各時代の生活の場として適した場
所であったのであろう。
　現在もこの地域の稲作は続けられている
が、昭和時代が一番稲作をする農家が多く、
畑でも花栽培や果樹栽培も盛んに行われてい
たと地元の方は話している。稲作の水は名取
川から引き込んでいる。自然豊富で豊作に恵
まれるのは太白山の神様がこの茂庭周辺を見
守っているからだと地域の方々は信じてい
る。
２－２　太白山と伝説
　太白山には、さまざまな伝説や民話が多い。
その中の地名にまつわる伝説として、「夜中
に大きく成長していた山が乙女に見られて恥
ずかしさのあまり成長を止めてしまい今の形
になった。一晩で成長したので生出森と地名
がつけられた」というものもある。このよう
な伝説があるのは、太白山が昔から人々に親
しまれていたからだと考えられる。　

太白山と茂庭地域の関わりと信仰について
秋田　聖子

図 1　茂庭地域周辺の地図　カシミール 3D にて作成
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　太白山は、仙台市の西南部に位置しており
標高３２０．１６ｍである。太白山周辺は名
取川が流れており、里山の美しい自然が多く
残る土地である。昔から信仰の対象になって
いた太白山の中腹に、生出森八幡神社が大
同２年（８０７）建立されたと言われてい
る。また、山頂の貴船神社は同じく大同２年

（８０７）創建と伝えられ、降水・雨止・五
穀豊穣の神、あるいは船主や漁業関係者に海
上安全・大漁祈願、また、胃腸病の神として
広く尊崇されている。また、この地域には古
くから多賀神社、坪沼神社、生出森八幡神社
の三社あわせて満願成就の神とする信仰があ
る。　

３．生出森八幡神社

　
　生出森八幡神社は、仙台市太白区茂庭中
ノ瀬西にあり、昔から神の宿る山といわ
れる太白山を御神体としてきた。太白山の
中腹に鎮座する生出森八幡神社は、文治５
年（１１８９）征夷大将軍源頼朝が藤原泰
衡を征するにあたって、祠を太白山の山頂

に建て崇拝したことに始まる。寛永１２
年（１６３５）、現在の中腹に本殿を移し、
元禄７年（１６９４）里宮を現在の茂庭町
地区の西端に建て、７０年後の宝暦１３年

（１７６３）社殿が新たに造営された。以後
拝所・祈祷所として里宮で祭祀を行っている。
　以下では、生出森八幡神社里宮の祭礼につ
いて見ていく。祭礼は、明治２２年までは旧
暦４月２０日におこなわれていたようだが、
昭和４０年代になると新暦４月２０日、２１
日におこなわれており、現在は４月第３土・
日曜日に執りおこなわれている。昭和時代は
里宮では４月２０日に、岳宮は５月２０日に
祭礼が行われているが、近年はいづれも第３
土日に変わってきている。なぜ里宮と岳宮の
祭礼の日にちが分離したのかは明らかではな

図 2　金剛寺から見た太白山　筆者撮影

く、農耕の目安や五穀豊穣を祈願するための
祭事ではないかと村の人は考えているが、そ
の記録はない。
　新暦に里宮で行われていた例祭は、生出八
幡神社の里宮と岳宮間での神事、神興渡御、
貴船神社への神供、神楽の祭礼などであった
と伝わっている。そして時代の流れにのるよ
うに現在の祭の形になっていったようであ
る。
　生出森八幡神社里宮の祭は、旧生出村の８
地区（折立・町・人来田・綱木・梨野・本郷・
上町・北赤石）が交代で、当番を務めること
になっている。当番はモチマエと呼ばれてい
る。祭のうち、神事を司るのは神職としての
宮司であるが、神興渡御などを取り仕切るの
は氏子総代会である。だが現在は近くに新興
住宅が多数出来たので、地区から代表を出し
組織を整えるようになっている。町地区は祭
りの準備を担当し、他の７地区は輪番制によ
り神興の担ぎ手を担当する。綱木、人来田、
折立、梨野、本郷、上町、北赤石の順番であ
る。祭事にあたって神輿渡御の役割がある地
区の、総代表がおこなう役割としては、「祭
典責任者」「神輿渡御責任者」「神社留守役」「行

図 3　生出森八幡神社　

宮城県神社庁ホームページより引用
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土料理がお赤飯やくさもちであり、家の神棚
に捧げられている。

４. おわりに 
　茂庭地域と生出森八幡神社について、私の
思い出を元にしながら調査をしてきた。太白
山は東日本大震災の影響があり、南西斜面が
崩れたため、現在は落石やがけ崩れの危険
があるとして、頂上まで登ることはできな
い。だが、太白山中腹の生出森八幡神社岳宮
の例祭は、茂庭地区とその周辺地域が話し合
いをして震災後も続けられている。１８７８
年（明治１１年）郡区町村編成法が設定され、
１８８９年 ( 明治２２年 ) に生出村が発足す
る。初代村長長尾四郎右衛門が目標に揚げた

「( 生出地域を ) 愛する精神」が、太白山と共
に時代を造り時代時代に少しずつ変化しなが
ら祭事を続けてきた。それが地域力を育み、
互いに信用・信頼しあい、生出地域に受け継
がれる絆になっていくのだろうと思う。　私
の身近にある太白山や生出森八幡神社につい
て、このレポートを通して改めて調査してき
た。先祖や地域の方々が守り通してきた生出
をこれからも見続けていきたいと思う。
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列奉行」がある。　
　1 日目（初日）、生出森八幡神社里宮の祭
礼は神興渡御である。その行列は先頭から順
番に塩振り、獅子舞、太鼓、笛、旗、鉾、榊、
梵天、猿田彦、神輿渡御である。笛太鼓は生
出森八幡神社神楽保存会の会員が務めてい
る。そして、行列順路は生出森八幡神社里宮
→峰家→人来田講会堂→生出森八幡神社岳宮

（太白山）→ 一の宮→遠藤家→佐藤家→上町
公民館→茂庭家→名取川→吉野→生出森八幡
神社里宮と神興渡御の行列が練り歩く。
　まず、神社から太白山に向う際はたんたん
としめやかに行列は進んでいく。岳宮に上が
る直前の、ゴロゴロした岩が難所である参道
を登りきり、本殿に見事に担ぎあげられる。
担ぎ上げたら本殿では神事がおこなわれ神楽
も華やかに舞う。その後の神興渡御の行列は、
岳宮の神事が無事行われたことを華やかに笛
で知らせながら数か所のお旅所をへて、町地
区へと帰ってくる。そして今度は、名取川の
生出橋のたもとより下り、神輿を川岸に安置
し、宮司が祝詞を奏上し、名取川の清流で神
興を浄める禊を行う。この儀式は川で行われ
る神興渡御として、地域の方々は清流に入る
神輿にお賽銭を投げ入れ、五穀豊穣を願う。
　２日目に行われる生出森八幡神社付属神楽
は、出雲系の真榊流熊野神楽で熊野神社の付
属神楽に師事し、明治２７年（１８９４）に
宮城県神社取締所より設置許可をされ、仙台
市指定無形民俗文化財の指定を受け活動して
いる。仙台市とその周辺より南の仙台藩領内
に広く伝来してきた十二座神楽の祖である名
取市熊野堂神楽より、明治２４年 ( １８９１
) 頃に伝授されたものである。熊野堂神楽の
当時の師匠らから生出の氏子１０人に伝授さ
れており、戦時中や戦後の混乱期にも継続し
て毎年の例祭に奉納演舞されてきた。神楽の
演目の一つである獅子舞は、町の方々も厄払
いのため心に残る演目のようだ。
　また、祭礼の日に地域の方々が必ず作る郷
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